
神奈川区連合町内会自治会連絡協議会 

（３月定例会） 
          

日時：令和６年３月 18 日（月）午後１時 30 分から 

 

１ 佐藤会長あいさつ 

 

２ 日比野区長あいさつ 

 

３ 警察・消防 定例報告 

 

（１） 刑法犯認知状況について        （神奈川警察署生活安全課） 

 

（２） 交通事故発生状況について         （神奈川警察署交通課） 

 

（３） 火災・救急等の状況について           （神奈川消防署） 

 

４ 議題 

 

（１） 東京湾沿岸における高潮浸水想定区域の改定について 

【情報提供】（神奈川県県土整備局河港課） 

 

（２） 令和６年度各種募金及び神奈川区社協会費へのご協力について 

  【協力依頼】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（３） 横浜みどりアップ計画〔2024-2028〕の策定について 

【情報提供】（環境創造局政策課） 

 

（４） 消防出張所の機構改革について 

 【事業説明】（神奈川消防署総務・予防課） 

 

（５） 「相鉄・東急新横浜線沿線 花みどりスポット」の発行について 

【情報提供】（区政推進課） 

 

（６） 「令和６年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布に 

ついて                   【情報提供】（総務課） 

 



（７） 「町の防災組織」活動費補助金関係書類の送付について 

  【提出依頼】（総務課） 

 

（８） 地域活動推進費補助金等関係書類の送付について 

【提出依頼】（地域振興課） 

 

（９）令和５年度 神奈川区住みよいまちづくり活動助成金の活動報告書の 

  提出について              【提出依頼】（地域振興課） 

 

（10）令和６年度横浜市ＬＥＤ防犯灯事業について 

【情報提供】（地域振興課） 

 

（11）地域防犯カメラ設置補助制度について  【情報提供】（地域振興課） 

 

（12）自治会町内会デジタル活用・活動拠点（会館等）に関するアンケート 

について                【協力依頼】（地域振興課） 

 

（13）地区連合町内会及び自治会町内会の現況届について 

【提出依頼】（地域振興課） 

 

（14）地区連合町内会長及び自治会町内会長の個人情報の取扱いについて 

【協力依頼】（地域振興課） 

 

（15）令和６年度の配送便（白袋）について  【協力依頼】（地域振興課） 

 

（16）神奈川区青少年指導員だより第97号の発行について 

【情報提供】（地域振興課） 

 

（17）神奈川区スポーツ推進委員だより第 33 号の発行について 
【情報提供】（地域振興課） 

 

（18）令和６年度からの地域における交通安全啓発活動の進め方について 

【情報提供】（地域振興課） 

 

 

 

 



（19）消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

【掲示板掲出依頼】（地域振興課） 

 

 

※（２）・（３）・（４）・（６）・（10）・（11）・（12）は市連会からの議題です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
≪４月定例スケジュール≫ 
 

・４月区連定例会の開催について          （地域振興課） 
◇日 時：令和６年４月 18 日（木）13 時 30 分～ 

◇場 所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

         
 

・４月の配送便について             （地域振興課） 
 ４月の配送便は 25 日（木）までに送付予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

自治会町内会館に、 

LED 照明やエアコン等の省エネ設備を導入しませんか？ 

 

 

 

 

手続きが分からない 対象製品が分からない など 

お気軽にお問い合わせください。 

横浜市住宅供給公社 街づくり事業課 (事務委託先) 

０４５－４５１－７７４０ 

 

３月１日から 

補助金申請 受付スタート 
 

［自治会町内会館脱炭素化推進事業］ 

事業実施主体：市民局地域活動推進課 

 

詳細は 

「募集案内」を 

ご参照ください。 



























01211081
テキストボックス
担当：神奈川区総務課　奥田、河合
TEL：４１１－７００４
FAX：324-5904
メール：kg-bousai@city.yokohama.jp




高潮特別警戒水位の見直しについて

東京湾沿岸【神奈川県区間】の高潮浸水想定区域等の見直し

（横浜市の高潮特別警戒水位（見直し後））

水位周知実施区間 基準水位観測所 高潮特別警戒水位

横浜港 横須賀 T.P.+1.35m

〇 状況に応じた避難行動

・ 「高潮特別警戒水位」は、高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位で、基準水位観測

所の水位が「高潮特別警戒水位」に到達した場合には、県は「高潮氾濫発生情報（警戒レベル５
相当（緊急安全確保））」を発表し、報道機関等の協力を得て周知します。
・ このたび、高潮浸水想定区域の見直しに伴い「高潮特別警戒水位」を再検討するとともに、こ
れまで横浜市の沿岸を４つの区間に分割して設定していた「高潮特別警戒水位」を、気象警報・
注意報の発表単位と同様に１つに集約しました。

高潮警報※等の発表 ⇒ 市が避難指示を発表

危険な水位に達する予測
通常の水位

近隣の避難所や
浸水想定区域外への避難

※高潮警報（警戒レベル４相当）
危険な水位に達することが予測される場合、３～６時間前に気象庁が発表する情報で、まだ風は強くない状況
で あり、近隣の避難所や浸水想定区域外へ避難できる段階

避難所

高潮特別警戒水位に到達 ⇒ 県が高潮氾濫発生情報※を発表

高潮による水位の上昇
通常の水位

緊急安全確保
命の危険直ちに安全確保！

※高潮氾濫発生情報（警戒レベル５相当）
高潮により水位が上昇し、いつ氾濫が発生してもおかしくない切迫した状況であることを県が発表する情報で、
氾濫の発生に対する対応（緊急安全確保）が求められる。

（水位の設定により追加する対応）
暴風

さらに水位が上昇

※見直し後の高潮特別警戒水位は、令和６年４月末から運用を開始する予定です。



 
横浜みどりアップ計画[2024-2028]の策定について【情報提供】 

 
１ 事業の趣旨 

  本市では、「緑豊かなまち横浜」を次の世代に引き継いでいくため、平成 21 年度から「横

浜みどり税」を財源の一部に活用した「横浜みどりアップ計画」を推進しています。 

３期目となる現行計画は、今年度末に終了しますが、この度、昨年 12 月の横浜みどり税

条例一部改正の議決を受け、４期目となる「横浜みどりアップ計画[2024-2028]」を策定し

ましたのでご報告します。引き続き、計画への御理解・御協力をお願いいたします。 

なお、配布資料については、区連会での説明後に、単位自治会町内会長あてに各１部を送

付させていただきます。 
 

 

２ 計画の概要 

  添付の概要版リーフレットを御参照ください。 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区連会３月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ３ 月 1 8 日 
環 境 創 造 局 
政策課・みどりアップ推進課 

【計画全体に関すること】 
環境創造局政策課 
電話 045-671-4214 /FAX 045-550-4039 
メール ks-mimiplan@city.yokohama.jp 

【計画の各事業に関すること】 
 環境創造局みどりアップ推進課 

電話 045-671-2712 /FAX 045-224-6627 
メール ks-midoriup@city.yokohama.jp 

検索 横浜みどりアップ 2024-2028 



横浜みどりアップ計画［2024-2028］

（概要版）

横浜市は大都市でありながら、市民生活の身近な場所に、多くの樹林地や農地などの多様な緑を有しています。これら

の緑を次世代に引き継ぐため、「横浜市水と緑の基本計画」の重点的な取組として、2009（平成21）年度から「横浜みど

り税」を財源の一部に活用した「横浜みどりアップ計画」を推進しています。

現行の「横浜みどりアップ計画」は、2023（令和５）年度末までの計画ですが、緑の保全や創出は長い時間をかけて継

続的に取り組むことが必要です。そこで、これまでの取組の成果などを踏まえ、2028（令和10）年度を目標年次とする

「横浜みどりアップ計画[2024-2028]」をとりまとめました。

アンケート方式 公募型自由記述方式

実施期間 2022（令和４）年12月23日（金）から2023（令和５）年１月31日（火）まで

実施方法
無作為抽出の個人5,000人、法人5,000社に対し

調査票を送付
素案の概要版パンフレットに添付のハガキ、

Ｗｅｂフォーム、電子メール、ＦＡＸ

回収数 個人：1,281人 法人：939社 43通（意見総数：93件）

アンケート方式の回答結果

問１ 「これからの緑の取組」では、引き続き、貴重な緑を将来に残
すとともに、新たに創出する取組を進めようとしています。このことに
ついてどう思いますか。

問合せ先
横浜市環境創造局政策調整部政策課みどり政策調整担当
電話：045-671-4214 FAX：045-550-4093
〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の10（28階）

計画本編〈冊子〉は、次の場所で閲覧できます
・各区役所の広報相談係

・市民情報センター（市庁舎３階）

・環境創造局ウェブサイト

街の魅⼒を⾼め、
賑わいにつながる

緑や花

ボランティア
⽀援

保育園・
⼩中学校
での緑の
創出

地産地消

樹林地の保全・
維持管理

農景観の
保全

市民の森の開園
- 16か所開園し、４３か所に -

農園の開設
- 310か所 開設 -

地域が主体となって緑や花を創出
- 67か所で展開 -

計画を進めるための財源について

「横浜みどり税」は、緑の保全・創造に取り組むため
の安定的な財源として、2009（平成21）年度から、
市民の皆様にご負担いただいてきました。引き続き
2024（令和６）年度から2028（令和10）年度まで
ご負担をお願いし、この計画の重要な財源の一部と
して活用していきます。

横浜みどりアップ計画[2024-2028]策定の流れ

素案に対する市民意見募集の結果（概要）

対象 税率

個人 市民税の均等割に年間900円を上乗せ※

法人 市民税の年間均等割額の９％相当額を上乗せ

※ 所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方は課税対象から除く

2009年４月 横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
開始、横浜みどり税条例施行

2019年４月 横浜みどりアップ計画[2019-2023]
開始

2022年6月 横浜の緑に関する市民・土地所有者
意識調査

2022年10月 横浜みどりアップ計画[2019-2023]
3か年の事業・取組の評価・検証

2022年12月 これからの緑の取組[2024-2028]
（素案）策定

2022年12月 「これからの緑の取組[2024-2028]」
（素案）に対する市民意見募集

2023年４月 これからの緑の取組[2024-2028]
（原案）策定

2023年10月 横浜みどりアップ計画[2019-2023]
４か年の事業・取組の評価・検証

2023年10月 令和５年度横浜市税制調査会答申
-令和６年度以降の横浜みどり税の
取扱いについて-

2023年12月 横浜みどり税条例の一部改正案 議決

2023年12月 横浜みどり税条例施行

2024年４月 横浜みどりアップ計画[2024-2028]
スタート
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問7「これからの緑の取組」に掲げた緑を保全・創出し、未来に引き
継いでいくための施策を実施するためには、安定した財源が必要と
なります。その財源の一部を、横浜みどり税のように、市民が負担す
ることについて、どう思いますか。
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0.1%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法人
個人 積極的に取り組む必要がある どちらかと言えば取り組む必要がある

どちらかと言えば取り組む必要がない 取り組む必要がない

無回答 無効回答

※問７は「取り組む」⇒「負担する」に読み替え

横浜みどりアップ計画のこれまでの主な成果

横浜みどりアップ計画[2024-2028]が目指す姿

鶴⾒区

神奈川区

⻄区

中区南区

磯⼦区

⾦沢区栄区

港南区
⼾塚区

泉区

旭区
瀬⾕区

緑区

保⼟ケ⾕区

⻘葉区
都筑区

港北区

市⺠農園等
計画開始以降（2009〜2022）
計画開始前（〜2008）

鶴⾒区

神奈川区

⻄区

中区南区

磯⼦区

⾦沢区栄区
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泉区
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瀬⾕区

緑区

保⼟ケ⾕区

⻘葉区

都筑区 港北区

地域緑のまちづくり協定締結地区

市⺠の森の開園

まちなかでの
緑の創出・育成

地域緑の
まちづくり

農園の開設



計画の体系

みどりアップ計画[2024-2028]の方向性

多様なコミュニティの形成や市民活動の支援の拡充

全市域に広がっている緑や花に関する活動への支援
を充実させ、さらに発展させることで、活発な市民活動
が行われている姿を目指します

市民が緑に関わる取組のさらなる展開

市民が緑にふれ、感じることができるよう、魅力的な
空間づくりや体験イベントの開催をはじめ、これまで
確保してきた緑のストックの一層の活用を進めます

身近な緑の着実な確保と維持管理による質の向上

引き続き身近な緑の場を保全・創出して良好な育成を
進めることで、都市環境を形成する主要な要素である
緑のもつ多様な機能を効果的に発揮させていきます

市民・事業者の皆様に取組の意義や成果、
緑がもたらす効果をわかりやすく伝えることで、取組への共感と、

緑のある暮らしの実感につながる広報を展開

計画の理念

みんなで育む みどり豊かな美しい街 横浜

５か年の目標

計画の理念のもと、2024（令和６）年度から２０２８（令和10）年度までの５か年の目標を、次のとおりとします。

１．緑の減少に歯止めをかけ、総量の維持を目指します

緑地保全制度による指定が進むことで樹林地の担保量が増加、水田の保全面積を維持、市街地で緑を創出する
取組が進展 など

２．地域特性に応じた緑の保全・創出・維持管理の充実により緑の質を高めます

森の保全管理など緑の多様な役割や機能を発揮する取組の進展、緑や花の創出により街の魅力・賑わいが向上
など

３．市民と緑との関わりを増やし、緑とともにある豊かな暮らしを実現します

森に関わるイベントや農作物の収穫体験、地域の緑化活動など、市民や事業者が緑に関わる機会が増加 など

事業費

事業費 国費 市債 一般財源 みどり税

柱１ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 303 60 133 24 86

柱２ 市民が身近に農を感じる場をつくる 34 - 12 12 10

柱３ 市民が実感できる緑や花をつくる 77 0.5 6 25 46

効果的な広報の展開 0.8 - - 0.8 -

総事業費 415 60 150 62 142

（単位：億円）

※端数処理により、合計値は一致しないことがあります。

柱１ 市民とともに次世代につなぐ森を育む

柱２ 市民が身近に農を感じる場をつくる

柱３ 市民が実感できる緑や花をつくる

効果的な広報の展開

施策１

まとまりのある
樹林地の保全・活用

事業① 緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り

事業② 良好な森の育成

事業③ 森に関わる多様な機会の創出

施策１

農に親しむ
取組の推進

事業① 良好な農景観の保全

事業② 農とふれあう場づくり

施策２

「横浜農場」の展開による
地産地消の推進

事業③ 身近に農を感じる地産地消の推進

事業④ 市民や企業と連携した地産地消の展開

施策１

市民が実感できる
緑や花の創出・育成

事業① まちなかで緑の創出・育成

施策２

ガーデンシティ横浜の
更なる推進

事業② 緑や花があふれる地域づくり

事業③ 子どもを育む空間での緑の創出・育成

事業④ 緑や花による魅力・賑わいの創出・育成

事業① 市民の理解を広げる広報の展開



 

 

消防出張所の機構改革について【事業説明】 

１ 事業の趣旨 

消防出張所のマネジメント体制及び警防体制の強化を図るため、今後４か年をかけて市内

78消防出張所の体制を変更します。 

２ お願いしたいこと 

  【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。（該当区のみ） 

定例会等で情報提供をお願いします。（該当区のみ） 

３ 機構改革の概要等 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 機構改革の主なポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 概要 
これまで消防出張所に配置していた毎日勤務者の「消防出張所長（係長級）」を、

当直勤務の「消防出張所第一係長」、「消防出張所第二係長」へ見直し、消防出張所に
係長級の職員を２名配置します。 
また、消防出張所に地域担当として、豊富な経験を有した毎日勤務者を１名配置

します。 
(2) 対象 
  令和６年度は、鶴見、神奈川、西、中、南、港南消防署の消防出張所が対象とな 
ります。 

【ポイント①】責任職による24時間体制の構築 
Ⅰ 消防出張所のマネジメント体制の強化 
＜現行体制＞ 
消防出張所長（毎日勤務者）の勤務体系により夜間時間帯においては、責任職が不在

となっています。 
＜今後の体制＞ 

・係長の24時間当直勤務により、平日夜間や土日祝日においても、責任職による対応が
可能となります。 
・当直勤務の係長を配置することで、職員の人材育成（部隊訓練や立入検査など）をよ
り一層推進し、安全・安心を実感できる街づくりを進めます。 
 
Ⅱ 出張所部隊の災害対応力の強化 
＜現行体制＞ 
出張所部隊の隊長は、職員（消防司令補）が担っています。また、消防出張所長は部隊

要員ではありません。 
＜今後の体制＞ 
出張所部隊の隊長は、係長（消防司令）が担うとともに、係長を補佐する職員（消防司

令補）を配置し、更なる出張所部隊の災害対応力の強化を図ります。 
 

【ポイント②】豊富な経験を有した毎日勤務の職員（地域担当）を配置 
 出張所部隊が災害出場中や訓練等で不在の場合でも、豊富な経験を有した毎日勤務の
職員（地域担当）が、現行と変わらず消防出張所の窓口対応を行います。 

説 明 資 料 

令和６年３月 18 日 

神 奈 川 消 防 署 

裏面あり 



 

 

 

 

 

【参考：組織機構図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行体制 

＜部長級＞ ＜課長級＞ ＜係長級＞ 

庶務係長 

消防団係長 

予防係長 

消防出張所長 

消防署長 副署長 
総務・予防課長 

（副署長兼） 

警防課長 

警防第一担当課長 

警防第二担当課長 

(兼) 

(兼) 

警防第一係長 

救急担当係長 

警防第二係長 

救急担当係長 
（警防第一係 

救急担当係長兼） 

消防出張所第一係長 
(総務・予防課 
消防出張所長兼) 

消防出張所第二係長 
(総務・予防課 
消防出張所長兼) 

機構改革後 

＜部長級＞ ＜課長級＞ ＜係長級＞ 

消防署長 副署長 
総務・予防課長 

(副署長兼) 

(兼) 

(兼) 

庶務係長 

消防団係長 

予防係長 

査察指導担当係長 

消防出張所 
第一係長 

(警防課消防出張所 
第一係長兼) 

消防出張所 
第二係長 

(警防課消防出張所 
第二係長兼) 

警防第一担当課長 

警防第二担当課長 

警防課長 警防第一係長 

救急担当係長 

警防第二係長 

消防出張所第二係長 

消防出張所第一係長 

救急担当係長 
（警防第一係 

救急担当係長兼） 

査察指導担当係長 

消防出張所の責任職は１名のみ

配置 

 

消防出張所の責任職を２名配置 

 

【担当】 
 神奈川消防署 
総務・予防課：三善、丸茂 
電話・FAX：045-316-0119(代) 

【ポイント③】地域・消防団への対応 
＜現行体制＞ 
地域・企業等への「防災指導」や各種訓練、会議への参加をはじめとする「消防団関

連事務」等は、消防出張所長が単独で行うことが多くなっています。 
＜今後の体制＞ 

・「防災指導」等は、消防出張所第一・第二係長のマネジメントのもと、係一体となった
対応が可能となります。 
・「消防団関連事務」は、訓練から実災害まで、出張所部隊と消防団の顔の見える関係が
構築されることで連携が強化されます。 



 
「令和６年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布について【情報提供】 

 
１ 事業の趣旨 

  「横浜市市民活動保険」は、より住みやすい地域の実現のため、ボランティア活動をする

方が安心して活動を行えるように、市があらかじめ保険会社と保険契約を締結して運営し

ています。令和６年度もこれまでと同様に、継続して実施します。是非ご活用ください。 
 

２ お願いしたいこと 

【 区 連 長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 
 

３ 令和６年度横浜市市民活動保険補償内容（令和５年度補償内容から変更はありません） 

賠償責任保険（限度額） 傷害保険 

身体賠償  

１名  １億円 死 亡 １名 500 万円 

１事故 ５億円 
後遺 

障害 

後遺障害の程度に応じた金

額 

（１名 上限 500 万円） 

財物賠償  １事故 500 万円 入 院 １日 3,500 円（180 日限度） 

保管物賠償 １事故 500 万円 通 院 １日 2,500 円（90 日限度） 

免責金額 

（自己負担

額） 
5,000 円 手 術 

入院の手術 35,000 円 

外来の手術 17,500 円 

 

４ 添付資料 

  リーフレット「令和６年度横浜市市民活動保険のご案内」
 
５ 主な配布先 

各区総務課、各区区政推進課広報相談係、各区市民活動支援センター、 

地域ケアプラザ 等 

本市ホームページにも掲載します。 

        

※ 令和６年度横浜市市民活動保険事業は、予算案が横浜市会において議決されることが実

施の条件となります。 
 
 

市 連 会 ３ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ６ 年 ３ 月 1 2 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

市民局地域活動推進課 
担当 江原、荒木 
電話 045-671-3624 /FAX 045-664-0734 
メール sh-chiikikatsudo @city.yokohama.jp 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

もっぱら市内で、次の４つの要件を全て満たすボランティア活動を行う方。 

① 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である自治会町内会が行っている活動 

② 無報酬の活動 （交通費などの実費の支給を除く） 

③ 継続的・計画的に行っている活動 

④ 公益性のある（他人や社会に貢献する）活動 

※ 対象となるボランティア活動には次の行為も含まれます。 

・ 集合地又は出発地及び解散地と自宅との通常考えられる経路の往復途上 （国内に限る） 

・ 活動に必要な会議・会場設営の準備活動、後片付け 

対 象  

特 徴 

■保険料は不要です。 

■事前の登録・加入手続きは不要です。 

■事故発生後に手続きをしていただきます。  
ボランティア活動をする方が安心して活動を行えるように、横浜市が保険料を負担し、保険会社と契約をしています。 

活動者には事故発生後に、日頃の具体的な活動内容や、事故の状況を書面で報告していただきます。それに基づき

横浜市と保険会社が審査を行い、要件を満たしていることが確認できた場合に保険金が支払われます。 

※ 詳しい手続き方法・必要書類については、最後のページをご確認ください。 
 

対象となる活動の例は次ページ 

 

13

6

5

38

段差（階段、床の凹凸、縁石等）での転倒

虫刺され

道具（剪定バサミ、包丁等）の操作ミス

その他

事故の原因は？ 【傷害事故：令和５年４月～令和５年 12 月】 

負傷内容は？ 

ボランティア活動中のケガや、他人の物を壊した場合などの補償制度です。 

令和６年４月１日午後４時～翌年４月１日午後４時に発生した事故が対象です。 
補償内容等が年度によって変わる場合がありますので、必ずご確認ください。 

 
 

20

6

3

15

18

骨折

虫刺され

創傷

打撲

その他

どうぞ気を付けてご活動ください。 
  

 R６年３月作成  



  
 

１ 社会福祉施設等への援護活動 行事の手伝い、習い事の指導、慰問 等 

２ 高齢者、障がい児・者等への援護活動 配食サービス、生活介助、手話通訳･点訳･朗読奉仕 等 

３ 清掃活動 
公園・河川・公道等の不特定多数の方が利用する場所の 

清掃・美化活動 等 

４ 資源回収・リサイクル活動  

５ 公共的団体が行う募金活動 共同募金、交通遺児募金 等 

６ 地域防災・防犯活動   
地域防災拠点の運営、地域の防災訓練の運営・指導、 

避難所での配食活動、防犯パトロール 等 

７ 交通安全活動 通学路での児童の見守り、自転車放置防止 等 

８ 保健衛生活動 食生活改善指導、健康に関する啓発 等 

９ スポーツ活動の指導・運営  各種スポーツの指導、競技会の企画・運営・審判 等 

10 文化活動の指導・運営  
絵画・音楽・パソコン・各種学習の指導、 

講座の企画・運営 等 

11 地域住民組織の運営  
自治会町内会や老人クラブ、子ども会の運営、自治会町内

会役員会等の会議への参加、広報物の配付・掲示 等 

12 市（区）主催・共催事業の企画・運営   講演会、展示会等の企画・運営 等 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

△！ 次の活動は対象になりません。（主な例） 

（１） 勤務中や職業に従事しているときの活動、委託契約に基づく活動（報酬の有無にかかわらず、対象外） 

（２） 民生委員・児童委員、スポーツ推進委員などの非常勤特別職の地方公務員としての活動 

    （公務災害等の補償があります） 

（３） 学校管理下での活動（例：市立学校の授業で川の清掃を行う生徒と、それを指導する地域の方） 

（４） 単位取得や学習のために行う活動 （例：学校の宿題として課された活動） 

（５） 金額にかかわらず、謝金・手当など、労働の対価が支給される活動 （交通費・食費などの実費の支給は可） 

（６） 一時的、突発的な善意の行為 （例：一時的な手伝い、突然倒れた人を助ける行為） 

（７） 親睦が目的の活動、サークル活動 （例：団体の親睦会、活動後の慰労会、趣味の活動） 

（８） 互助的な活動（例：集合住宅の敷地内の清掃、共有財産の管理、ごみ集積場所の清掃） 

（９） 特定の個人や特定の団体の利益のための活動 

（１０）政治、宗教、営利に関わる活動 （例：祭礼等の宗教行為を含む行事、宗教施設の維持管理等） 

（１１）チェーンソーを使用する森林ボランティア活動 （賠償責任事故のみ対象となります） 

㊟ 防災訓練やイベントの参加者、講座の受講者は対象になりません。（スポーツ活動の運営者であっても競技参

加中の事故は対象外となります） 

㊟ 本市が執行する他の保険とは併用できません。（個人で加入している民間の保険との併用は可能です） 

㊟ 本市が所有する施設への賠償責任事故には適用できません。 

 

 

 

対象となるボランティア活動の例  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

賠

償

責

任

事

故 

ボランティア活動中にボランティア活動者の過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してし

まったりなどした結果、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払

われます（道義上の責任のみでは支払対象となりません）。 

※免責金額（自己負担額）5,000円を超える部分について支払われます。 

区 分 保険金額（限度額） 自己負担額 内 容 

身体賠償 
１名  １億円 
１事故 ５億円 

5,000 円 

他人の身体に損害を与えた場合 

財物賠償 

１事故 500 万円 

他人の財物に損害を与えた場合 

保管物賠償 
他人からの預かり品や管理している物を 

滅失・き損・汚損などにより被害を与えた場合 

傷

害

事

故 

ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故（※）によって、ボランティア活動者が死亡・負傷

した場合に保険金が支払われます。 

区 分 保 険 金 額 内 容 

死 亡 １名 500 万円 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に死亡した場合 

後遺障害 
程度により 

１名 20～500 万円 

傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に後遺障害が生

じた場合 

入 院 １日 3,500 円 （180 日限度） 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に入院または通
院した場合 
※実際にかかった費用ではなく、入院・通院の日数で計算します。 

※医師のいる医療機関で診断・治療を受けてください。 
通 院 １日 2,500 円 （90 日限度） 

手 術 
入院の手術 35,000 円 

外来の手術 17,500 円 

入院保険金が支払われる場合で、事故の日から 180 日以内

に傷害の治療のために手術を受けた場合（1 回の手術に限る） 

■賠償責任事故・傷害事故 共通 

・地震、噴火、または津波による事故 ・活動者の故意による事故 ・活動者の心神喪失による事故 等 

■賠償責任事故 ■傷害事故 

・ 車両の所有、使用、または管理に起因する

事故 

・ 故意又は重大な過失により法令に違反して

製造、販売又は提供した物による事故 

・ 自身（団体）の財物の滅失、き損または汚損 

・ 活動者の親族に対する事故 等 

・ 熱中症 

・ 対象者の脳疾患や疾病によるもの 

・ 細菌性食中毒 

・ むち打ち症や腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足り

る医学的他覚所見がないもの 

・ 自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔運転による事故 

・ 重大な過失による事故 

・ 長時間立って作業をしたことでひざを痛めた 等 

補償内容 

△！  支払いの対象とならない主な例 

※急激かつ偶然な外来事故とは 

・ 急激・・・原因または結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態 

・ 偶然・・・原因または結果の発生が対象者にとって予知できない状態 

・ 外来・・・原因の発生が対象者の身体に内在するもの（持病等）ではないこと 

 



 

 

 

 

 

１ （ケガをした場合）すぐ病院へ行く 

事故によるケガの状態を把握し、適切な治療を受けるために医師のいる病院へ行きます。 

２ 区役所へ連絡する（原則 30 日以内） 

事故が発生した場合は、お近くの区役所総務課まで電話等でご連絡ください。手続き方法をご説明いたします。 

３ 区役所に必要書類を提出する（事故報告書の様式を受け取った日から原則 14 日以内） 

■ 区役所から「事故報告書（様式）」をお渡しします。必要事項を記入し、書類（下表参照）と一緒にご提出ください。 

保険の対象要件（確認事項） 提出書類の例 

１ 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である 

規約、会則、チラシ、ボランティア募集パンフレット 等 ２ 無報酬の活動である 

３ 公益性のある活動である 

４ 継続的・計画的に実施されている活動である 事業計画書、案内文、チラシ 等 

５ 申請者（活動者）が事故日に活動していた 当日の活動者名簿、当番表、ボランティア登録票 等 

６ 【往復経路での事故の場合のみ】 事故は、適切な経路上で発生している 「自宅～活動場所」の経路と事故発生場所が示された地図 

■ 「事故報告書」には、事故や活動を証明できるご家族以外の第三者の氏名・住所等を記載していただきます。 

■ 市が、対象となる活動であると認める場合に、保険会社から保険金の請求に必要な書類をお送りします。 

 

４ 保険会社に保険金の請求書を提出する 

■ 賠償責任事故の場合は、被害者との間で示談が成立した時、または調停、裁判上の和解、判決等、書面による合意

が成立した後にご提出ください。 

■ 傷害事故の場合は、日常生活に支障がない程度まで回復された時、または事故発生日から 180 日を経過した時にご

提出ください。 

■ 請求内容について保険会社が確認・調査した結果、対象事故であると認める場合に、保険金が支払われます。 

お
問
い
合
わ
せ
・申
請
先 

 

（
各
区
役
所
総
務
課
） 

青葉区 
Tel ９７８－２２１２ 

Fax ９７８－２４１０ 
港南区 

Tel ８４７－８３０５ 

Fax ８４１－７０３０ 
戸塚区 

Tel ８６６－８３０８ 

Fax ８８１－０２４１ 

旭区 
Tel ９５４－６００６ 

Fax ９５１－３４０１ 
港北区 

Tel ５４０－２２０６ 

Fax ５４０－２２０９ 
中区 

Tel ２２４－８１１２ 

Fax ２２４－８１０９ 

泉区 
Tel ８００－２３１２ 

Fax ８００－２５０５ 
栄区 

Tel ８９４－８３１１ 

Fax ８９５－２２６０ 
西区 

Tel ３２０－８３０８ 

Fax ３２２－９８４７ 

磯子区 
Tel ７５０－２３１１ 

Fax ７５０－２５３０ 
瀬谷区 

Tel ３６７－５６１１ 

Fax ３６６－９６５７ 
保土ケ谷区 

Tel ３３４－６３７３ 

Fax ３３４－６３９０ 

神奈川区 
Tel ４１１－７００６ 

Fax ３２４－５９０４ 
都筑区 

Tel ９４８－２２１２ 

Fax ９４８－２２０８ 
緑区 

Tel ９３０－２２１１ 

Fax ９３０－２２０９ 

金沢区 
Tel ７８８－７７０５ 

Fax ７８６－０９３４ 
鶴見区 

Tel ５１０－１６５３ 

Fax ５１０－１８８９ 
南区 

Tel ３４１－１２２４ 

Fax ２４１－１１５１ 

市外局番：045 

 

事故が起こった際の手続き方法 

よくあるご質問 横浜市ホームページに掲載しています。  トップページ  市民活動保険    検索  

市外局番 

045 

 

Ｑ１： 市民活動保険が利用できるのなら、自分で契約していた保険は解約しても大丈夫ですか？                      

 →市民活動保険は万が一の事故のための最低限の補償を行う制度のため、活動内容を踏まえ、どの範囲の補償が必要か十分

に検討してください。なお、任意で契約した民間の保険と併用できる場合もあります。 

 

Ｑ2： 申請書類に名簿等の提出が必要とありますが、個人情報の取扱はどのようになりますか？                       

→全員の名簿は必要ありません。申請する方や関係する方の記載部分のみご提出ください。また、ご提出の際は団体代表者

や該当者の了解を得る等、ご調整ください。 

＜作成・発行＞ 横浜市市民局地域活動推進課  

Tel：０４５－６７１－３６２４ ／ Eメール：sh- c h i i k i k a t s u d o @ c i t y . y o k o h a m a . j p  

mailto:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp


 
 

 

 

「町の防災組織」活動費補助金関係書類の送付について 
 

日頃から、神奈川区の防災事業にご協力いただきありがとうございます。 

 さて、標記補助金につきまして、令和５年度に交付を受けている場合は、次

の事項をご参照のうえ実績報告書の提出をお願いします。また、令和６年度に

ついても、令和５年度同様に交付申請を受け付けますので、提出期限までに提

出をお願いいたします。 

 

１ 手続きについて 

  実績報告及び交付申請の手続きについては、「令和６(2024)年度 町の防災

組織活動費補助金 事務の手引き」をご参照ください。 

地域活動推進費を申請される自治会町内会は、先に地域振興課で手続きをお

済ませください。 

なお、提出は郵送、E メール、又は電子申請システムでも可能です。 

 

２ 提出期限について 

  交付申請書及び実績報告書の提出期限は、令和６年６月 28 日（金）まで
です。 

※返還金がある場合は、締切日にかかわらず早めにご報告をお願いします。 

 

３ 送付書類 

(1) 令和６(2024)年度 町の防災組織活動費補助金 事務の手引き 

(2) 令和６年度 町の防災組織活動費補助金 交付申請書(第１号様式) 

 (3) 令和５年度 町の防災組織活動費補助金 実績報告書(第６号様式) 

(4) 令和５年度「町の防災組織」活動費補助金の年度内完了のお願いと 

返還金がある場合の報告について(事務連絡) 

 
※交付申請書(第１号様式)、実績報告書(第６号様式)の電子データにつきましては、E メ

ールでも提出ができるように HP でも公開する予定です。 

※当該事業は、令和６年度予算案が横浜市会において議決されることを条件としています。 

 

【補助金概要】 

「町の防災組織」活動費補助金は、町の防災組織が行う自主的活動の支援を目

的とした補助金です。(交付額：世帯数×160 円) 

担 当：神奈川区総務課 立川、西山 

ＴＥＬ：４１１－７００４ 

ＦＡＸ：３２４－５９０４ 

メール：kg-bousai@city.yokohama.jp 

区 連 会 資 料
令 和 ６ 年 ３ 月 18 日
神 奈 川 区 総 務 課 



令 和 ６ 年 ３ 月 18 日 

地区連合町内会長 各位 

自 治 会 町 内 会 長 各位 

神奈川区地域振興課長 

 

地域活動推進費補助金等関係書類の送付について 

 

日頃より地域活動に御尽力を賜るとともに、区政の推進に格別の御理解、御協力をいただき厚く

お礼申し上げます。 

さて、令和６年度の地域活動推進費補助金及び地域防犯灯維持管理費補助金にかかる書類を別紙

のとおり送付致しますので、令和６年６月 28 日（金）までに申請くださいますようお願い申し上げ

ます。 

なお、窓口でお待たせしないため、来庁時には電話にて事前に御予約くださいますよう、御協力

をお願い致します。 

また、郵送及び電子申請システムでもご提出いただけます。下記担当者までご提出ください。 

※令和６年度の交付申請については任意ですが、令和５年度の実績報告については必ずご提出し

てください。 

 

【窓口受付時間等】 

（1）受 付 日 ４月～６月 平日開庁日 

（2）受 付 時 間 ９時～17 時（12 時～13 時を除く。） 

（3）窓      口 区役所本館５階 窓口番号 505 地域振興課 

   

※記載方法など、提出前の事前相談も承っておりますので、お気軽にお問合せください。 

  

【送付書類】 

１ 様式（令和５年度実績報告用及び令和６年度交付申請用） 

  ２ 令和６年度 地域活動推進費 事務の手引 

  ３ 令和６年度 地域防犯灯維持管理費補助金 申請の手引（単会のみ） 

  ４ 地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金の報告・申請についての注意事項 

  ５ チェックシート 

 

※当事業は、令和６年度予算案が横浜市会において議決されることを条件とします。 

 

【問合せ先】 

 〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町３－８ 

神奈川区地域振興課 小川、中村 

電話 411-7086 FAX 323-2502 

Ｅメール kg-hojyokin@city.yokohama.jp 
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令和６年度 横浜市ＬＥＤ防犯灯事業について【お知らせ】 

 

 

１ 趣旨 

  令和６年度の横浜市ＬＥＤ防犯灯事業についてお知らせします。 

ＬＥＤ防犯灯の見守りについて御協力をお願いします。また、地域で必要な場所に

明かりの確保を希望する際の、新設申請や“付替”制度（令和６年度から制度化）の

御利用について御案内します。 

 

２ お願いしたいこと 

 【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で単位会長の皆様に情報共有をお願いします。 

【単位会長】本資料を送付しますので、定例会等で情報共有してください。 

 

３ このお知らせの概要 

（１）横浜市のＬＥＤ防犯灯について（２ページ） 

（２）ＬＥＤ防犯灯の見守りへの御協力について（３ページ） 

   故障の発見・連絡や周辺草木の除去等、日常の見守りを引き続きお願いします。 

（３）劣化した鋼管ポール防犯灯の撤去への御理解について（３ページ） 

   劣化の著しい鋼管ポールは、安全を考慮し速やかに撤去させていただきます。予

めご承知おきください。 

（４）市による新規設置を希望する際の御申請について（４ページ） 

・市（18 区）全体で 154 灯（電柱共架型 144 灯・鋼管ポール型 10 灯）の予定です。 

・『令和６年度 電柱へのＬＥＤ防犯灯の新設申請の手引』及び『令和６年度 鋼管

ポールＬＥＤ防犯灯の新設申請の手引』にて、設置可能な条件等を御確認いただ

き、御申請ください。 

・手引と申請書類は、区地域振興課で入手できます。 

・申請の受付は区地域振興課へ、締切は令和６年５月 31 日（金）となります。 

 

４ ＬＥＤ防犯灯事業の市ホームページ URL 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/LED/ 

 

【備考】この事業は、令和６年度横浜市予算案が横浜市会において議決された後に実施が確定します。  

 

 

 

市連会３月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 ３ 月 12 日 

市民局地域防犯支援課 

＜お問合せ先＞ 

市民局地域防犯支援課 

電話：045-671-3709 

電子メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.jp 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/LED/
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（１）横浜市のＬＥＤ防犯灯について             

 

・物価高騰等により事業費は年々増大していますが、電気料金など縮減できない経費が

事業費全体を圧迫している状況です（防犯灯の電気料金は点灯の有無に関わらず一律

料金です。）。このため、市では、現在ある防犯灯の維持への対応に注力しています。 

 

・街の灯り全体のバランスよい配置を目指し、全体最適の視点から防犯灯の適正配置を

進めていく必要があると考えていますので、引き続き、地域の皆様の御理解、御協力

をお願いします。 

 

 

【電柱の撤去に伴う防犯灯の取扱いについて（参考）】 

市の電柱共架型防犯灯は、電柱事業者の許可を得て設置し、維持管理しています。電柱事業者

や設置場所等の都合により、灯具のついた電柱が撤去・移設される場合、原則として防犯灯も同

時に撤去・移設となりますので、予め御承知おきください。 

横浜市が管理する防犯灯 約 18 万灯 

電柱共架型 約 16 万灯 
（電柱につけた灯具を管理） 

鋼管ポール型 約２万灯 
（独立柱を建て、灯具をつけて柱ごと管理） 

灯具の横に黄色のプレートが付いています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポール本体に黄色の 

プレート又は銀色の 

シールが付いています 

 

Y 瀬谷区 

T 555 

Y 鶴見区 

プレートタイプ  シールタイプ 

【横浜市防犯灯設置基準（抜粋）】 

・設置場所は、自治会町内会の区域内及びその周辺で多くの地域住民が通行する道路を照明

する場所とする。ただし、原則として集合住宅等の敷地内通路を照明する場所は除く。 

・灯具は、東電柱又はＮＴＴ柱に設置する。ただし、設置できる電柱がない等の理由により

やむを得ない場合は、鋼管ポールに設置する。 

・防犯灯の設置間隔は、屋外照明からおおむね 25 メートル以上とする。ただし、防犯上及

び道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

・灯具の設置の高さは、原則として地上から 4.5 メートル以上とする。 











 

 

自治会町内会デジタル活用・活動拠点（会館等）に関するアンケートについて【協力依頼】 

 

１ 趣旨 

自治会町内会のデジタル活用に関する取組状況や活動拠点（会館等）に関する情報を把握す

るため、アンケートへの御協力をお願いします。いただいた回答は、今後の自治会町内会活動

の支援のための施策を検討する際に、参考にさせていただきます。 

 

２ お願いしたいこと 

 【区 連 長】ご承知おきください。 

 【地区連長】地区の定例会で情報提供をお願いします。 

地区連合として取り組んでいる内容について、ご回答をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

単会として取り組んでいる内容について、ご回答をお願いします。 

  ※地区連長及び単位会長を兼任されている方は、恐れ入りますが、それぞれの立場でご回答

くださいますようご協力をお願いします。 

３ アンケートの内容 

  別紙のとおり（全６問、所要時間：３分程度） 

 ・自治会町内会のデジタル活用に関する取組状況について（２問） 

  ・自治会町内会活動の拠点（会館等）について（４問） 

 

４ 実施時期 

  令和６年３月 12 日（火）～６月 28 日（金） 

 

５ 回答方法 

  次のいずれかの方法で、ご回答ください。 

（１）電子申請システム 

右の二次元バーコードから、回答フォームにお進みください。 

（２）メール 

  回答用紙（Excel）を、以下の市 WEB ページからダウンロードの上、 

市民局地域活動推進課 sh-jichikai@city.yokohama.jp までお送りください。 

（URL https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/tyosa.html） 

    横浜市 自治会町内会調査    検索  

（３）区役所地域振興課への提出 

  添付の回答用紙を地域活動推進費補助金の申請書類の提出時などに併せて、 

ご提出ください。（提出方法：窓口への持参・メール等） 

 

 

市連会３月定例会資料 
令 和 ６ 年 ３ 月 1 2 日 
市民局地域活動推進課 

市民局地域活動推進課 担当：川口、高橋、石栗 

電話：045-671-2317 FAX：045-664-0734 

Ｅメール：sh-jichikai@city.yokohama.jp 

←電子申請システムの 

二次元バーコード 

mailto:sh-jichikai@city.yokohama.jp



















